
子ども・子育て支援新制度の概要 

１ 子ども・子育て関連３法の成立 

子ども・子育て関連３法の成立【平成２４年８月２２日公布】 

○子ども・子育て支援法 

○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一

部を改正する法律（認定こども園法一部改正法） 

○子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律（整備法） 

平成２７年４月施行・新制度スタート 

２ 新制度の目的 

・急速な少子化の進行           ・結婚・出産・子育ての希望がかなわない現状

・子育ての孤立感と負担感の増加      ・子ども・子育て支援が質・量ともに不足   

・待機児童問題              ・子育て支援の制度・財源の縦割り  

目的 1：質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供 

○幼稚園と保育所の良さをあわせもつ【認定こども園】の普及を進める。 

○小学校就学前の子どもに対する学校教育や保育の給付を共通に 

目的２：保育の量的拡大・確保 

○地域のニーズを踏まえ、認定こども園、保育所などを計画的に整備 

○家庭的保育、小規模保育などの地域型保育への財政支援 

目的３：地域の子ども・子育て支援の充実 

○親子が交流できる拠点の整備 

○一時預かりの増加 

○放課後児童クラブの増加（小学６年生まで対象を拡大） 

こうした課題の解決に向けて 

資料９ 
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３ 新制度のポイント 

(1) 新制度の柱 

○認定こども園制度の改善 

  幼保連携型認定こども園についての認可・指導監督の一本化、学

校及び児童福祉施設としての法的位置付け 

○「施設型給付」（認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の

給付）及び「地域型保育給付」（小規模保育等への給付）の創設 

○地域の子ども・子育て支援の充実 

(2) 新制度における給付の全体像   ６ページのとおり

(3) 新制度の主な内容 

①質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供 

○幼稚園と保育所の良さをあわせもつ【認定こども園】の普及促進 

【現行の幼保連携型認定こども園と、新制度における同施設の比較】 

幼保連携型認定こども園 

＜現行＞ 

・幼稚園と認可保育所が連携して 

 一体的な運営を行う施設 

・学校教育法と児童福祉法のそれぞ

れによる認可及び認定こども園の

認定が必要 

・財政措置も幼稚園と保育所でばら

ばら 

幼保連携型認定こども園 

＜新制度＞ 

・認定こども園法に基づく単一の

施設 

・単一の認可のみでよい 

・財政措置も一本化 
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○施設型給付費の創設 

②保育の量的拡大・確保 

○地域のニーズを踏まえ、認定こども園、保育所などを計画的に整備 

○地域型保育給付の創設 

  ＜国・県＞                ＜対象＞ 

  ＜市町村＞ 

事業所内 

保育

従業員の子どものほか、地域に

おいて保育を必要とする子ど

もを保育する。 

小規模保育 
利用定員６人以上１９人以下

の小規模な施設で保育する。 

家庭的保育 

家庭的保育者（保育士など）

の居宅その他の場所で保育す

る（利用定員５人以下）。 

居宅訪問型

保育 

保育を必要とする子どもの居

宅で保育する。 

幼稚園 

保育所 

・市町村による計画的な施設整備 

・認可制度の改善              待機児童の解消

・小規模保育等の活用 

財
政
支
援

地域型 

保育給付 

（創設） 

幼稚園就園奨励費 

施設型給付費 

に一本化 

＜現行＞ ＜新制度＞ 

認定こども園の 

幼稚園部分 

認定こども園の 

保育所部分 

安心こども基金 

安心こども基金 

保育所運営費 

私学助成 
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③地域の子ども・子育て支援の充実 

すべての家庭を対象に、親子が交流できる拠点を増やすなど、地域のニーズに

応じた多様な子育て支援を充実させるため、財政支援を強化する。

４ 市町村の役割と利用手続きの流れ 

(1) 市町村の役割

○施設や事業者が施設型給付や地域型保育給付を受ける対象とし 

ての適格性を確認する。 

  ○地域型保育給付（小規模保育事業・家庭的保育事業・居宅訪問型 

保育事業・事業所内保育事業）事業の認可を行う。 

  ○客観的基準に基づき、保育の必要性を認定する。 

  ○保護者の利用にあたっての支援、あっせん、要請、調整等 

(2) 利用手続きの流れ   ７ページのとおり 

【地域子ども・子育て支援事業】※対象事業の範囲は法定

○利用者支援            ○延長保育事業

○地域子育て支援拠点事業      ○病児・病後児保育事業 

○一時預かり            ○乳児家庭全戸訪問事業 

○養育支援訪問事業その他要支援児童、○妊婦健診 

要保護児童等の支援に資する事業  ○実費徴収に係る補足給付を行う事業  

○ファミリー・サポートセンター事業 ○子育て短期支援事業 

○多様な主体が本制度に参入すること ○放課後児童クラブ（小学６年生まで 

を促進するための事業                拡大） 
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５ 今後の作業スケジュール 

子ども・子育て関連３法成立 

○子ども・子育て会議設置 

子ども・子育て支援事業計画の策定や見直し、子育て支援に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進に関しての調査審議を行う。 

○子育てに関するニーズ調査 

地域における子ども・子育てに係るニーズを調査し、子ども・子

育て会議の意見を聞きながら、子ども・子育て支援事業計画に反

映する。 

新制度スタート 平成２７年度 

平成２４年度 

平成２５年度 

平成２６年度 

○子ども・子育て支援事業計画の策定 

新制度の給付・事業の需要見込み量、提供体制の確保の内容及びそ

の時期を盛り込んだ子ども・子育て支援事業計画を策定する。 

（計画期間５年間） 

○認可、運営基準等の条例の制定 

確認を受ける施設の運営基準、地域型保育事業の認可基準、放課後

児童健全育成事業の設備運営基準等に関する条例等を整備する。 

【新制度の施行に向けた対応】 
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給付の全体像

（認可を受けた施設が対象）
教育・保育施設を対象に

○満３歳以上児に対する標準的な教育時間及び保護者の就労
時間等に応じた保育に対応する給付

○満３歳未満児の保護者の就労時間等に応じた保育に対応
　する給付

 施設型給付及び地域 ・幼保連携型認定こども園
 型保育給付は保護者 （新たな認可施設として創設）
 に対する個人給付 ・保育所
 （施設が代理受領 ・幼稚園
 する仕組み） ・認定こども園（従来型）
※負担割合：国１／２ （幼稚園型・保育所型・地方裁量型）
県１／４、市１／４ ※公設公営施設は、市町村が全額負担

（地方税による一般財源か地方交付税で手当て）
※私立保育所については、現行どおり、市町村が委託費
　※私立保育所は、現行どおり、市町村が委託費を支払い、を支払い、利用者負担の徴収も市町村が行う

（認可を受けた事業者が対象）

以下の保育事業を対象に給付し、安定的な財政支援を行う
ことで、事業の普及を図り待機児童解消等につなげる
対象事業
・小規模保育事業（６人以上１９人以下）
・家庭的保育事業（５人以下）
・居宅訪問型保育事業
・事業所内保育事業
※公立の事業は新たにできる仕組みであるため、民間保育所
と同様の財政構造で支援

（主に在宅家庭における子育て
　支援の充実）

・一時預かり事業、・乳児家庭全戸訪問事業、・ファミリー・サポートセンター事業（子育
　て援助活動支援事業として法定化）・延長保育事業、・病児・病後児保育事業、・放課後
　児童クラブ（小学校６年生まで拡大）、・妊婦健診など　１３事業が給付の対象

※補助率は法定化されておらず、今後の検討事項とされている。
※次世代育成支援対策推進法に基づく財政支援は平成２６年度までの措置。平成２７年度
からは市町村子ども・子育て支援事業計画に記載する上記事業が財政支援の対象となる。

地域型保育給付

地域子ども・子育て支援事業

子ども・子育て支援給付

子どものための現金給付（児童手当）

子どものための教育・保育給付

施設型給付

- 6 -



　《新制度による利用手続きの流れ》　

《現行制度》

学校教育の提供

保育料の納入

契約

保育の実施

《新制度》

⑥学校教育・保育の提供

⑦保育料の納入

⑤公的契約

【
幼
稚
園
】

【
保
育
所
】

【
教
育
・
保
育
施
設
】

④利用支援、

あっせん、要請、

調整等

市町村

利用者 幼稚園

※市町村によっては、幼稚園が利用者に代わって幼稚園就園奨励費を

代理受領し、保育料の軽減を図る仕組みをとっている。

市町村

利用者 認可保育所

市町村

利用者
教育・保育

施設

※児童福祉法の中で、保育所における保育は市町村が実施することとなっているため、

私立保育所における保育の費用については施設型給付ではなく、現行制度と同様に市

町村が施設に対して、保育に要する費用を委託費として支払う。
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